
様式第２号（第５条関係） 

 

登米市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書（建売用） 

 

年  月  日 

 

登米市長             

 

（申請者） 

郵便番号    － 

住  所  

 

氏  名               印 

電話番号     －   － 

 

 

登米市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第５条第２項の規定に基づき、下記のとおり申

請します。 

 

記 

 

１ 対象システムの設置を予定する住所 

〒    －     
住 所 

 

 

 

２ 対象システムの設置を予定する建物の所有者 

申請者本人の 

所有権の有無 
   有 ・ 無      （いずれか該当するものを「○」で囲んでください。）

住所  
所有者１ 

氏名  

承
諾
印 

 

住所  
所有者２ 

氏名  

承
諾
印 

 

住所  

建
物
所
有
者
住
所
・
氏
名 

所有者３ 
氏名  

承
諾
印 

 

※ 申請者以外の建物所有者がある場合は、その全員を記載し、申込者が対象システムを設置することを承諾する証とし

て承諾印を捺印してください。 

 

 

３ 電灯契約者名  

 

 

４ 建物引渡し予定日     年   月   日 



※ 引渡し予定日は、申請日を含めて１０日目以降としてください。 

（平成２２年６月１日以前に国の補助金を申請したもので特例措置の要件を満たす場合に限り、申請時点で既に建物の引

渡しを受けた場合は、「４ 建物引渡し予定日」の「予定」を二重線で消した上で、実際の建物引渡し日を記入してく

ださい。） 

 

  建材一体型  架台設置型 ５ 太陽光発電システムの設置方法 
（該当項目に「レ」を記入してください。）  

 

 

 
・

  ｋｗ （小数点２桁未満は切捨て） 
６ 太陽電池の最大出力 

（対象システムを構成する太陽電池モジュールの公

称最大出力の合計値） 
     

※ 公称最大出力とは、日本工業規格に規定される太陽電池モジュールの公称最大出力をいいます。 

 

 

７ 補助金交付申請額 
   

，
０ ０ ０ 円

太陽電池の最大出力×3.5万円 

（千円未満切捨） 

※ ただし、１２万５千円が上限です。なお、この補助金交付申請額は予定額であり、実績報告書が提出され、その内容

を審査した上で改めてその額を確定しますので御留意ください。 

 

 

８ 対象システムの概要          別紙のとおり 

※ 一般社団法人太陽光発電協会（太陽光発電普及拡大センター（J-PEC））に提出した補助金申込書（一般用）のうち、

様式第２「１１．対象システムの概要」の写しを提出してください。 

 

 

９ 補助対象経費内訳          別紙のとおり 

※一般社団法人太陽光発電協会（太陽光発電普及拡大センター（J-PEC））に提出した補助金申込書（一般用）のうち、様

式第２「１２．補助対象経費内訳」の写しを提出してください。 

 

 

１０ 国の補助金の申込状況 

（注）市の補助金申請前に住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金（国の補助金）の申込が必要です。 

  申込書受理決定済（必ず申込書受理決定通知の写しを添付してください。） 

申込状況 
  申込済み（申込日    年  月  日） 

（申込書受理決定次第、速やかに申込書受理決定通知書の写しを提出してください。）

補助金交付額（予定額）                円 

住宅用太陽光発電導入支援対 

策費補助金の受理決定番号 
 

※「国の補助金」とは、一般社団法人太陽光発電協会（太陽光発電普及拡大センター（J‐PEC））の「住宅用太陽光発電導

入支援対策費補助金」のことをいいます。 

 



１１ 手続代理者又は手続代行者名 

〒    －     
住 所 

 

会社名・拠点名  

代 表 者 名  

※ 対象システムを購入する予定の会社名及び営業所名又は販売代理店名及び住所を記入してください。株式会社、有限

会社などは省略せずに記入してください。 

※ 代表者とは、手続を代理又は代行する会社又は拠点の代表者を指します。肩書きと氏名を記入してください。 

 

手 続 代 理 者 

手 続 代 行 者 

代 表 者 印 

 ※ 会社印は丸印、個人事業主の場合は個人印とします。 

 

実務担当者名  

電 話 番 号     -    -     

F A X 番 号     -    -     

E-mailアドレス 

（パソコンのみ） 
 

 

 

 

 

 

（申請書記入上の注意） 

(1) 申請書の各欄すべてに、それぞれ所定の内容を記入してください。また、□欄には、該当するものを「レ」でチェック

してください。 

(2) 補助対象となるシステムは、この申請に対する補助金の交付決定後に引渡しを受けたものに限られますので、「４ 建

物引渡し予定日」に記載した日付にかかわらず、実際の市からの交付決定日以降に引渡しを受けてください。（なお、平

成２２年６月１日までに国の平成２２年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付申請を行ったものでその後に国

の交付決定を受けたもの及び国の平成２１年度の補助金の交付決定を受け平成２２年４月１日以降に引渡しを受けるもの

については、特例措置がありますのでご注意ください。） 

 


